
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

令和 3年 3月 2+日

国立大学法人千葉大学

学 長
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次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 難治性疾患政策

2.研究課題名 室宝壺塑 塑 こ型 ≧二土主::」≧lz=L墨三ゴ≦塾 墜 塾生二重 垣菫塵 澁 LL上I_生ユ」Lンの量当」里二生L邑重

QOLの検証

3.研究者名 (所属部局・職名)大学院医学研究院  ・ 教授

(氏名 。フリガナ) 桑原 聡・ クワバラ トシ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

そ の他 (特記事項 )

んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記 入 (来 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 千葉大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」|こ準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成することc

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )



令和 3年 3月 9日

国立保健医療科学院長 殿

機関名 徳島大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益

ては以下のとおりです。

難治性疾患政策研究事業

高
雨
ｋ

1.研究事業名

2.研究課題名 神 経 命 落 痺 串 のエビ ンスに其
_ヾ
ノ ぐ診 断¬

~ 。重席 慮介凝i・ ガイ ドライ ンの手 当性 と

患者 00 L の検 証

3.研究者名 (所 属菩:局・職名 ) 歯薬学研究部・教授

(氏名 。フリガナ)和 泉 唯信・イズミ ユイシン

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当 を実施するに当たり ベ に んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」 |こ 準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」lこ チェックすること。

その他 (特記事項 )

□



令不日 3年  3月  25日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  難治性疾患政策研究事業

国際医

学長

状況及び利益相反

l■ i

こンDい

2.研究課題名 室宝壁 LI塾ョ型 と三二主主2主主坐 上二基
=ゴ

:三塑 性 壁 三二⊇ 重型墜≧鐘 亘■2生上ヱニ∠2墨当生と昼重

00Lの検証

3.研究者名 (所属部局・職名) 医学部医学教育統括センター・教授

(氏名・フリガナ) 荻野 美恵子 。オギノ ミエ コ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合|ま 、「審査済み」にチエ ン
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃 止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 口 (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

有 □ 無 ■有の場合はその内容

(留意事項)

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無



令和 3年  3月 18日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法

学長
ね

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫:E里審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

難治性疾患政策 事業

神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準 。重症度分類・ガイ ドラインの妥当性と患者

QOLの検証

3.研究者名 (所属部局・職名 ) 医歯学総合研究科 准教授

(氏名 リガナ ) 内泉 (カ ワチ イズ・ フ )

4.倫理審査の状況

※1) 当該研究を実施するに当たり
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は

その他 (特記事項 )

倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、
「未審査」にチェックすること。

み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム 。遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 新潟大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する口にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無|□ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

□



令和 3年  3月 26日
国立保健医療科学院長 殿

機関名  山口大学

所属研究機関長 職 名  学長

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及 つ)い

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 難治性疾患政策研究事業

2.研究課題名 」堂経免」壁じ医:崖LCと二上lttiユ

`ス

上二墾三二≧壺渕騒璽雀望:理型」型雪22垣」L21111主2`1」と≦2重」当」堕と二昼童

QOLの検証                           _  _____

3.研究者名 (所属部局・職名) 大学院医学系研究科  ・ 教授

`眸

名 。フ l〕 ガナ  ヽ 柏 円  隆 カ タカシン

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

そ の他 (特記事項 )

んでいる場合は、 」にチェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 山口大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」 |こ準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容
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令和 3年 3 月 23 日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 __壁治性疾患政策工塞肇紅________________________________

2.研究課題名 埜i径:免疫:基:昼£里些:菫:22■奎≧:Ж遍塑型翌2・ 重症痕墾翌塁:ゴ生
`色

住Z生と2:愛:当生と昼童:

QOLの検証                         ___

3.研究者名
`所

属蔀 目・鼎夕 ) 福 田菫 学 部 。

０

「
「
リ

Ｃ
“躊
」

〓

―
ヽ
■

｛爾
【
一

学長

(氏名 。フリガナ ) 吉良潤一 。キラジュンイチ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

」にチ ェ ッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

該当性の有無

有  無

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 〈※3) ■   □ ■ 九州大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■ □

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)



令・禾日 3年: 3 月Pθ 日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

近畿大学

学長
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次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  難治性疾患政策研究事業

つ い

2.研究課題名 神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準 。重症度分類・ガイ ドラインの妥当性と患者

′、′、T れ、■
^、

■了
墨型L墨」_L生生12壁lL___________________________________________________________________________________________________________

3.研究者名 r所 屁菩R日 .T勝名 、 学書K脳 神経 内科 。客 昌教将

(E名・ フ l〕 ガナ) 楠 准 ク ス ノキ ススム

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、

クし一部若 しくは全部の審査が完了していない場合は、
~未

審査_にチェックすること。

その他 (特記事項 )

み」|[チ ェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ |)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 近畿大学医学部 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の
~疫

学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当するEに チェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るC(DIについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

□ □

□ □



令和 3年 3月 31日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の

ては以下のとお りです。

1.研究事業名 難治性疾患政策研 究事業

2.研究課題名 神経免疫疾患のエ ビデンスに基づ く診断基準 。重症度分類 。ガイ ドラインの妥当性 と患者

QΩ]堕の検証

3.研究者名 (所属部局 。職名) 大学院医学系研究科 。

氏名 。フ リガナ) 小池 春樹・ コイケ /\/v+

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 が 当 を実施するに当たり遵守すべ に る の が はんでいる み」にチェッ
クし一部若 しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒ トゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関す る指針 □   ■ □

人を対象 とする医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 名古屋大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当す る倫理指針があれば記入す ること

(指針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未 審査の場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

該当する□にチェックを入れること.

分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

国立大学法人東海国立大学機構

門 松 健 治  印
|li l il‐「 11:‐ i

―.11■
ン

‐`″
|

□

□ □

□



令和 3年 3月 31日

国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとお りです。

1.研究事業名  難治性疾患政策研究事業

2.研究課題名 神経免疫疾患のエ ビデ ンスに基づ く診断 ・重症度分類・ガイ ドライ ンの妥当性 と患者

彰
一

―
二

＝
μ
一

長
　
谷
一

学
　
長‥
一

‥
―

´

理工遅鹸ユ_

3.研究者名 (所 属部 品・職名 ) 学部・准教授

(里l`L__1__12【 _]」[_2ビ :」生立_____並菫菫ヨ塾__三菱三』量二:_111[」2_=Lろ∠I

4.倫理審査の状況

左記で該 当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等
の実施に関する基本指針

□   ■ □

その他、該当す る倫理指針があれば記入す ること

(指針の名称 :    ) □

1)当 当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる は 、 」にチェ ッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

そ の他 (特記 事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること.

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□

□   ■



令和 3年 3月 16日

国立保健医療科学院長  殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

東京女子医科大学

学長

丸 義朗

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等

ついては以下のとおりです。

1.研究事業名  難治性疾患政策研究事業

研究課題名
神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準 。重症度分類・ガイ ドラインの妥当性 と患者QOLの 検
証

研究者名   (所 属部局 。職名) 医学部・特命担当教授

∩
／
“
　

　

　

６
０

(氏名・ フリガナ) 清水 優子・シミズ ュゥコ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェックし

一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

該当性の有無

有   無

左記で該当がある場合のみ記入  (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □ ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □ ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■ □ ■ 東京女子医科大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□     ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

(※2)未審査に場合は、その理由を記載すること。

(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■ 未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 口 (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項) 。該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

′ゝ・



令和 夕年 ク月・ル 日
国立保健医療科学院長 殿

機 関名

所属研究機 関長 職  名

氏 名

帝 東 大 学

学   長
仁■■■
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次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管

ては以 Fの とお りです。

1.研究事業名  難治性疾患政策研究事業

ン
1)

2.研究課題名 奎量憧 1量医昼≦CL■ビニ:立室 ヒ基二X立 理 型 五 塑 重 全 22上 巨 ヱ 塾 匹 型 L壁 童

QOLの検証

3.研究者名 (所属部局 。職名) 医学部・教授

(氏 名 。フ リガナ) 園生 雅弘 。ソノオ -<tYa

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の

クし一部若 しくは全部の審査が完 Fし ていない場合は、「未審査」にチェックすること,

その他 (特記事項 )

が済んでいる み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

□ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □

遺伝子治療等臨床研究に関す る指針 □   ■ □ □

人を対象 とする医学系研究に関す る倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 帝京大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :              )

(※ 2)未 審査の場合は、その理由を記載すること.

(※ 3)廃 止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること́

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの 管理に関す る規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無 の場舒
.■
そ√)理 由

当研究に係 るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有 の場合はその内容

t_1工

`11■

□

(留 意事項) ・該当する□にチェックを入れること:

・分担研究者の所属する機関の長 も作成すること
=



令和 3年  4月  6日
国立保健医療科学院長 殿

所属研究機関長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における

ては以下のとおりです。

機関名

職 名

氏 名

、倫理審査

国立病

Rを 日
|ク■■て

状況及 つ

難 治件疾 患 策研究事業1.研究事業名

2.研究課題名 竺径免二基墨のニビ_五≧_ムヒ基ゴK二診駈基生。重症度分類・ガイドラインの妥当性と患者

QOLのオ食言正

3.研究者名 (所属部局・職名)臨床研究部 。医長

(氏名・フリガ )田原 将行 。タハラ マ ユ キ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実 るに当たり遵守すべき倫理指針に関
クし 一部若しくは全部の審査

その他 (特記事項 )

が完 了していない場合は、
~未

審査_|[チェックすること。

の審査が済んでいる場 み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記 入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2,

ヒトゲノム・遺伝 チ解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 宇多野病院 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
等の実施に関する基本指針

□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃 止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や

・
臨床研究に関する倫理指針_11こ 準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当するコにチェックを入オ]る こと。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 [(無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無

当研究に係るCC)Iについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容
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有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関 :



令和3年 3月 23日

国立保健医療科学院長 殿

機関名 東北医科薬科

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 _基造些基:壁1塑1墜i型:望1重:螢豊____________________

2.研究課題名 _=堕壁笙星医昼のェビ|コ:L`2`土塑塾こと≦輩墾L型豊_璽塾塑量壁量上堕И土互壼笠型理型型量生_

患者 00Lの検証

3.研究者名 (所 屈菩K目 。酷 名 ヽ 学菩:  教将

(氏名 。フリガナ) 中島 一郎 (ナ シマ イチロウ)

4.倫理審査の状況

当 当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に る

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

んでいる場合は、 み」にチェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 東北医科薬科大学病院 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無 の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無:□ (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

■



国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

令和 3年 3月 24日

国立大学法人富山大学

国立大学法人富山大学長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反

ては以下のとおりです。

難治性疾患政策研究事業1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

神経免疫疾患のエビデンスによる診断基準・ ・ガイドラインの妥当性と患者QOLの検証

(所属部局 。職名) 学術研究部医学系 。

(氏名 フ リガナ) 中汁裕 司 'ffiY)t ウ ジ

4.倫理審査の状況

※ 1 当 が当該研究を実施するに き倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる は

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

り み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関
未審査 (※

2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 富山大学臨床研究審査委員会 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等
の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

lili::::|| | | ||  | :  lr`:i」 ::tr

:よJ生上
無層三|

r,´tヽ ■tt

■ □

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由:



令和 3年 3月 31日

国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につ

いては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

難治性疾

神経免疫疾患のエ ビデ ンスに基づ く診断某準・重症度分類・ガイ ドライ ンの妥当性 と患者

学長

⊆L2.検正

3.研究者名 (所属部局 。職名)医学部・教授

(氏名 。フリガナ) 中原 イニ・ナカハラゾン

4.倫理審査の状況

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 慶應義塾大学医学部 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等
の実施に関する基本指針

□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :    ) □   ■

(※ 1)当 該研究者が当該研究を実施するに当たり き倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

そ の他 (特記事項 )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5。 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無:■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

::lTヽ



令和 3年 3月  18日
国立保健医療科学院長 殿

機関名 :北海道医療セン

所属研究機関長 職 名 :院長

氏 名    菊地 誠志  印

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名  難治性疾患政策研究事業

2.研究課題名 ネ申経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準 。重症度分類・ガイ ドラインの妥当性 と患者

∩ ∩ T′ハ 鷲 、言江
:堅ly些壁 ピ 1■型 些 ____________________________________________________

3.研究者名  (所属部局・職名 ) 臨床研究部・部長

(氏名 リガナ ) 新野  T イノ マサアキ。フ

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき る

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

んでいる み」にチェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 北海道医療センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■ □

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入することc

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無:□ (無の場合は委託先機関

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無



令和 3年 3月 31日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

一般財団法人 脳

理事長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 難治性疾患政策研究事業

2.研究課題名 」生」堡」色」塵:基こ昼f2里:土」L菫≧生z壺

`塾

基ニユ」主け」堕:基:聖三二_重症重El澁≧二」」ヒf三[江二生」L242墨当」生_と墨童

QOLの検証

3.研究者名 (所属部局・職名) 多発性硬化症 。視神経脊髄炎センター ・ センタ
=長

_

(氏名 。フリガナ)  藤原 一男 ・ フジハラ カズオ

4.倫理審査の状況

※ 1 るに当た り |こ る

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

べ んでいる場合は、「審査済み」 |こ チェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ l)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □

(※ 2) その理由を ること。

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針=や
「臨床研究に関する倫理指針」 |こ 準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 □ 無 ■ (無の場合は委託先機関:(一財)脳神経疾患研究所 倫理委員会)

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

□

□



令和 3年 3月 23日
国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

金沢医科大学

学長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利

ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

C==童
翼■■■■

はlci

_″ヽ
……

い

難治性疾患政策研究事 業

型畳國 LttE基旦2≡璽ゴ21ス上⊆基I主こ彫」壁基皇l重症型菫2霊L∠と二_住21=∠運≧墨堂L生塑重

QOLの検証

(氏名・ フリガナ ) 松井 真  ・ マツイ マ コ ト

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり ベ

クし一部若しくは全部の審査が完 了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

に関する倫理委員会の審査が済んでいる 審査済み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

未審査 (※ 2)

該当性の有無

有  無 審査済み   審査した機関

□□   ■ □ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

□□   ■ □遺伝子治療等臨床研究に関する指針

□□人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告 。審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項)

3.研究者名 Q醒 :型i昼二_皿型生 __型型:型___教旦____二____________________



令和 3年 8月 2齢 日

国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法人

学 長
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次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等

ては以下のとおりですc

1.研究事業名 難治性疾患政策研究事業

2.研究課題名 1生経」図 2医望 ≧工上主主≧
`」

Zニヒ1基二2≦診世堕塁 螢二重 星彫 婆 LLと正_生■■22≧菫L生墨亘

QOLの

3.研究者名 (戸斤属部 局・ )医学部附属病院  ・ 准 将

1'f鸞 1

`時

名 。フ |〕 ガナ ) =,′睾園子 。さサ ワ ノ`ノコ

4.倫理審査の状況

※1)当該研究者が当該研究を るに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委 んでいる場合は、 ) l:Xty
クし一部若しくは全部の審査が完了

その他 (特記事項 )

していない場合は、「未審査」にチェックすること。

左記で該当がある場合のみ記入 (米 1)

未審査 (※ 2)審査済み   審査した機関

該当性の有無

有  無

□□□   ■ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針

□□□   ■遺伝子治療等臨床研究に関する指針

□千葉大学■   □ ■人を対象 とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3)

□   ■
厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

の実施に関する基本

□□□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載するこ

(※ 3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

と。

や 「臨床研究に関する倫理指針」|こ準拠する場合は、当該項日に記入すること。

受講 ■  未受講 □研究倫理教育の受講状況

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する日にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無 の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

F"薄¬メ

□

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無



 
令和３年 ５月 １日 

国立保健医療科学院長 殿 
 
                              機関名 国際医療福祉大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名  大友 邦       
 

   次の職員の令和２年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名  難治性疾患政策研究事業                             

２．研究課題名 神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準・重症度分類・ガイドラインの妥当性と患者

QOL の検証                                          

３．研究者名  （所属部局・職名）   医学部・主任教授                      

    （氏名・フリガナ）   村井弘之・ムライヒロユキ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針  □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針（※3）  ■   □ ■ 国際医療福祉大学 □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 

                                                 
（※2）未審査の場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 ■ 無 □（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 

                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



(国立保健医療科学院長)殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

令和 3年 4月 30日

長崎総合科学大学

学 長

上

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相

ては以下のとおりです。

い

1.研究事業名

2.研究課題名

3.研究者名

難治‖疾 患政策研 牢事業

神経免疫疾患のエビデンスに基づく診断基準・重症度分類・ガイ ドラインの妥当性 と患者

01Q!二

`21検

:証二_________________________________________

(所属部局・職名)  工学研究科  ・ 教授

`臨
夕| ・ フ リ ガ ナ 木村  政 勝 モ ムト ラ マサ カツ

4.倫理審査の状況

当

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

が 当 を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)該当性の有無

有  無 審査済み   審査 した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象 とす る医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) □   ■ □ □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針

その他、該当す る倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :             ) □   ■

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導 。管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□   ■



令和 3年 3月 ふι日
国立保健医療科学院長 殿

機関名 国立研究開発法
国立精神 。

所属研究機関長 職 名 理事長

氏 名 水澤 英洋
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次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 _型壁巡 二童壁塑堕豊主__________________________________

研究課題名 室皇経
`L2奎

基lttLCと二L上主ゴユ
`ス

上こ基二⊇L壺懃菫壁竺二璽鋤國壁主墨」
=と

上」主ュ
`1」

と≦⊇ユ当ヒLと墨童

!∝墜 壁週:__二_________________二 ____二

3.研究者名 (所 屈蔀 目 。冊 名 ) 所  特仔研 究部長

(氏名 Jガナ) 山村 降 マ ム タカシヤ

2

。フ |

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 国立精神・神経医療研究センター □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□   ■

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               ) □   ■

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委 んでいる にチェッ

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項)

______重上___________________________
(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃 止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や 「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

□



国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

令和 3年 1月 13日

国立大学法人東京医科歯科大学

学長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相籍等の管理 :こ つ11ヽ

ては以下のとおりです。

1.研究事業名 研究事業

2,研究課題名 神経免疫疾患のエビデン昼に基づく診断基準 。重症度分類上二生ドライセの[重当性と患

者 りOL

3.研究者名
`所

置喜R ・ 騰 名 ) ★ 教 授

`時

名 。 |〕 ガサ ) 織「11 降 1徳  (ョ コ タ タカノリ)

4.倫理審査の状況

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査 した機関

ヒトゲノム ,遺伝子解析研究に関する倫理指針

□   ■ □

(※ 1)当 を実施するに り べき倫理指針に関す
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、f未審査」にチェックすること。

その他 (特記事項 )

んでいる 審査済み」にチェッ

□   贈 □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指£| 霊   機 回 □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (X3) 翻   □ 鐵 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等
□   麟

東京医科歯科大学

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指針の名称 :               )

(※ 2)未審査に場合は、その理由を記載すること。
(※ 3)廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」や「臨床研究に関する倫理指針」に準拠する場合崎、当該項目に記入すること。
5.厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 襲  未受講 燿

6.利益相反の管理

有 難 無IE(無の場合はその理由:

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無

(留意事項) ・該当する□にチェックを入れること。
・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定

当研究機関にお けるCOI委 員会設置の有無

有 議 無 口 (無の場合はその理由

有 彗 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るC(1)1に ついての報告・審査の有無

~………………■

未審査 (X2)|

|

□□

.____」

… … … |

|

1有
E 無 機 (有の場合はその内容 :



令和3年 4月  1日

国立保健医療科学院長 殿

機関名

所属研究機関長 職 名

氏 名

国立大学法人

学長

次の職員の令和 2年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相

ては以下のとおりです。

1.研究事業名

2.研究課題名

難治性疾患政策研究事業

型壁笠墾型整塾のェ上コ≧笙」豊主

`蛋

型墜 生二重回奎連 二_左生」主]生1■

`CL二
:型量L重超:

QOLの検証

3.研究者名 (所属部局 。職名) 保健管理センター  教授

′::■●

(氏名 。フリガナ) 吉 川1 弘 明  (ヨ シカ ワ ヒ ロ アキ )

4.倫理審査の状況

(※ 1)当該研究者が当 る に たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、

クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査_にチェックすること。

その他 (特記事項 )

にチェッ

該当性の有無

有  無

左記で該当がある場合のみ記入 (※ 1)

審査済み   審査した機関 未審査 (※ 2)

ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針 □   ■ □ □

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 □   ■ □ □

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針 (※ 3) ■   □ ■ 金沢大学 □

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針
□

その他、該当する倫理指針があれば記入すること

(指 針の名称 :               ) □   ■

(※ 2)未審査の場合は、その理由を記載すること。

(※ 3)廃 止前の 「疫学研究に関する倫理指針」や
~臨

床研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項日に記入すること。

5.厚生労働分野の研究活動における不 iE行為への対応について

研究倫理教育の受講状況 受講 ■  未受講 □

6.利益相反の管理

・該当するコにチェックを入れること。

・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

当研究機関におけるCOIの 管理に関する規定の策定 有 ■ 無 口 (無の場合はその理由

当研究機関におけるCOI委 員会設置の有無 有 ■ 無 □ (無の場合は委託先機関

当研究に係るCOIに ついての報告・審査の有無 有 ■ 無 □ (無の場合はその理由

当研究に係るCOIに ついての指導・管理の有無 有 □ 無 ■ (有の場合はその内容

(留意事項 )

2
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